
○平成１１年６月３０日の梅雨前線豪雨による災害に対し、岐阜県・国土交通省により下流部の
流量増対応として河川災害復旧等関連緊急事業を和合地区、土岐地区、多治見地区で実施
することを決め和合地区を岐阜県、土岐・多治見地区を国土交通省で行い、平成１１年度から
事業を実施し、平成１５年度に完成した。

整備前
平成８年 ３月

整備後
平成１８年 ３月

（多治見地区）

（土岐地区） 整備前
平成８年 ３月

整備後
平成１８年 ３月

平成15年度完成 土岐川河川災害復旧等関連緊急事業[多治見市・土岐市]
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■河道掘削

■州は水面から上に５０㎝程度を
残し掘削し、護岸を設置

■掘削後は植生を復元

■利用が可能なように掘削する
■州を河床まで掘削する

■州は水面から上に５０㎝程度を
残し掘削し、護岸を設置

■掘削後は植生を復元する
■水際には変化を持たす

■現在もイベントなどで利用しており、
利用が可能なように掘削する

■掘削箇所は堤防保護のため
低水護岸を整備する

■低水護岸は可能な範囲で環境、
景観に配慮する。

■州は水面から上に５０㎝程度を
残し掘削し、護岸を設置

■掘削後は植生を復元する
■水際には変化を持たす
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凡例
掘削
利用を図る箇所
植生を復元する箇所
河床を掘削した箇所

■堤防整備及び永久橋、
神明橋の掛替え

■掘削箇所は堤防保護のため
低水護岸を整備する

■低水護岸は可能な範囲で環境、
景観に配慮する。

■掘削し利用が可能な空間を
整備する

■州は水面から上に１ｍ程度を
残し掘削しする

■掘削後は植生を復元する

■中電土岐堰の撤去及び
渓谷部の掘削

■土岐川後援と一体となった
河川利用が可能なように
掘削する

■セラトピア土岐と一体となった河川利
用が可能なように掘削する

■浅野床固めの撤去
及び河床掘削
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